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第 1 章 総 則 
 

この基準は、砂防指定地内において、土地の形質の変更を伴う行為を実施する場合

の技術審査の基準を示すものである。 
１．土砂災害の発生を未然に防止するために必要な措置が講じられていること。 
（１）急傾斜地に隣接する土地及び渓流の出口などで土石流の被害を受ける恐れのあ

る土地には、原則として宅地を配置しないものとする。 
（２）渓流の埋め立ては、原則として行なわないものとする。 
（３）谷地形であるなど、伏流水が予想される土地に盛土をする場合は、必ずあらか

じめ暗渠工を布設するものとする。 
（４）行為区域は、原則として隣地との間に２ｍ以上の保安距離を確保するものとす

る。 
２．流水を支障なく流下させることができるように排水計画がなされていること。 
（１）降雨の流出について、流域の変更は原則として行なわないものとする。 
（２）幹線たる水路及び雨水貯留施設は、原則として盛土上に配置しないものとし、

有効かつ安全な場所に配置するものとする。 
（３）土地の区画形質の変更において、がけを生じる場合には、がけの上端に続く地

盤面は、特別の事情のない限り、そのがけと反対方向に雨水その他の地表水が流

れるように勾配をとるものとする。 
（４）水路の上流端には、土砂等による閉塞を防止するために必要な措置が講じられ

ていなければならない。 
（５）排水の流末は、原則として公共の水路に接続していなければならない。 
３．砂防設備の機能を害することがないこと。 
４．一般的事項 
（１）ここに示す基準数値は、必要 低限の数値を示すものであるので、計画、施工

にあたっては、余裕をもってより高い安全性を確保するものとする。 
（２）自然環境の保全について、必要な配慮がなされていること。 

 
解説 
１（１）について 
  急傾斜地とは、傾斜度が３０度以上である土地をいう。 

急傾斜地や渓流の出口に宅地を配置すると急傾斜地崩壊危険箇所や土石流危険渓流な

どの土砂災害危険箇所が生じることになる。このような箇所が新たに生じないよう計画

することが望ましい。 
やむを得ずこのような箇所に宅地を配置する場合で、かつ対象となる斜面や渓流が行

為区域内に含まれる場合は、土砂災害による被害が発生しないよう事前に措置を講じて



おく必要がある。ここでいう「事前の措置」とは、土砂災害の発生により県民の生命及

び身体または家屋等に被害が及ぶことがないよう土砂災害防止施設を整備することをい

う。具体的な施設の整備については砂防施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施

設に係る設計基準によるものとする。 
※土砂災害危険箇所 
 土砂災害危険箇所とは以下のものをいう。 
「土石流危険渓流」 
土石流発生の危険性があり、１戸以上の人家又は公共施設等に被害を及ぼす恐れがある

渓流。 
「地すべり危険箇所」 
地すべり発生・拡大の危険性があり、河川・人家・農地・公共施設等に被害を及ぼす恐

れのある区域。 
「急傾斜地崩壊危険箇所」 
傾斜度３０度以上、高さ５ｍ以上で、１戸以上の人家又は公共施設等に被害を及ぼす恐

れがある急傾斜地。 
１（２）について 

常時流水のある渓流を埋め立てることは、異常な豪雨などによる埋め立て土砂の欠壊

や下流に有害な土砂を発生させる恐れがあることから、原則的に行わないこととする。

しかしながら、以下の条件が満たされた場合においては、例外的に認めるものとする。  
イ）残流域が小さいこと。 
ロ）砂防堰堤に準じた土砂扞止施設が設置されるか、適切に流路が付替えられること。  

詳細は、後述第３章土工３．２．２渓流に対する盛土その１を参照のこと。 
１（４）について 

切土の法先、盛土の法尻が境界に位置する区間については、特に必要としない理由の

ない限り、保安距離を確保する。 
ただし、以下の場合は保安距離を２ｍ以内に縮小することができる。 
イ）盛土法面に法枠工や擁壁工などが設置され、土砂の流出や法面の崩壊防止施設が

適切に設置されると判断される場合は、盛土高さ５．０ｍまでは保安距離を０．５

ｍ、盛土高さ５．０ｍ～１０．０ｍまでは保安距離を１．０ｍまで縮小できるもの

とする。この場合の土砂流出防止施設とは、例えば法面を保護するために設置する

法枠工などが全法長にわたり計画されているものを指す。 
ロ）切土法肩では、切土高さ１．５ｍ未満では保安距離を０．５ｍ、切土高さ１．５

ｍ～３．０ｍまでは保安距離を１．０ｍまで縮小できるものとする。切土の法先、

盛土の法尻が境界に位置する区間については、特に必要としない理由のない限り、

保安距離を確保する。 
２（１）について 



流域界の変更は、直接下流の利害に影響を及ぼす（常時流水や洪水時流量の増減など）

にもかかわらず、行為者（特に私人）が、これに有効かつ適切な対策を講じることは一

般に困難である。よって、原則としてこれを認めないこととする。ただし、行為区域内

での土地の区画の変更に伴うやむを得ない小規模な流域界の変更は、流末においてその

出入が相殺されるようにすることとして認められるものである。 
  なお、流域界とは、地形上の分水界を指すのであり、人為的排水路線計画と必ずしも

一致しないことに注意されたい。 
２（２）について 

幹線たる水路及び雨水貯留施設は、傾斜面上もしくはがけの上端に近接して設置しな

いこと。 
本来、これらの施設は水の集まる周辺より低い土地すなわち渓床部に配置されるべき

ものである。 
４（２）について 
  土地利用にあたっては、土砂流出防止の観点から、林地、湿地、公有水面等の保全に

配慮するものとする。 



第２章 伐 開 
 

用材等の採取を目的とする伐開のみの行為については、下記によるものとする。 
１．大規模（１ｈａを超える）な皆伐は原則として行わないものとする。 

 ２．伐採跡には、すみやかに植栽を行うものとする。 
３．伐木等の集積場所は、流水、交通、保安、その他の支障のないところを選定する

ものとする。 
 ４．伐木等の運搬は、索道、林道等にて行うものとし、ソリなど土砂流出を増大させ

るような地引き等による集材は行わないものとする。 
５．抜根は原則として行わないものとする。ただし、やむをえない場合は崩壊等の原

因にならないよう適切に処置を講ずるものとする。 
 
解説 
伐開は、降水の地下浸透に変化を与え、表層地盤の安定を損なうだけでなく、植生の回

復にも年月を要するので、必要 小限の範囲にとどめるよう努めること。 
（１）用材木のみを伐採として雑木は残すこと。 
（２）伐採方法は、間伐、択伐とすること。 
また用材等の採取を目的とする伐開のほか、土地利用目的の変更を伴う伐採（資材置場、

公園的利用など）で、切土、盛土等の形状変更を伴わず、かつ伐根および下草刈りを伴わ

ない伐採のみの行為を行う場合も、雨水の流出及び土砂の流出に対し、流出調整池や沈砂

池などの防災措置を実施すること。 
なお、尾根部や頂上部などで地形上調整池の設置が困難または不適当と判断される場合

は流出調整池や沈砂池の代替措置としてしがら工やネットなどを設けることも可とする。 



第３章 土 工 
３．１ 法勾配と小段 

 
法勾配 切 土 １：１．５以上 

盛 土 １：２．０以上 
小 段 ○切土は、直高５～１０ｍごとに、盛土は直高５ｍごとに、幅１．０ｍ以上

の小段を設ける。 
○小段には、小段排水路を設けるものとし、法面への雨水の浸透を防ぐもの

とする。 
 
解説 
法面の安定勾配については、現場の条件により決定されるべきであるが、現実的には、

その的確な把握は困難であるとともに、将来的な状況変化は予測できないので、 終的な

安定勾配として基準値を定めたものである。従って、土質、土工の種類、切土もしくは盛

土の高さ等の諸元が明らかである場合には、「道路土工―のり面工・斜面安定工指針」（社）

日本道路協会発行を参考にのり面勾配を決定することができるものとする。 
ここで「土質、土工の種類、切土もしくは盛土の高さ等の諸元が明らかである場合」と

は、ボーリング調査、土質調査などにより当該土工に用いられる盛土材料もしくは切土対

象地盤の性状が明らかであり、上記指針に示されている切土もしくは盛土ののり面勾配を

適用できると判断される場合をいう（必要に応じて安定計算を行うこと。）。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

（図３－１）標準横断面図 
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３．２ 盛土 
３．２．１ 一般盛土 
 
 １．盛土高は、原則として 高１５ｍまでとする。 
２．盛土と周囲の地山との間に雨水等の貯留される窪地を残してはならないものとす

る。 
３．盛土と地山との接続面は、なじみとすべりを考慮し、工作物が上に載る場合には、

不等沈下等を生じない工法とするものとする。 
４．盛土法尻には、土留壁等を設け、法面及び盛土崩壊を防止するものとする。 

 ５．盛土材料は良質なものを使用するものとする。 
 
解説 
高盛土は、地盤支持力、転圧等の施工上の難点があり、安定を失うと著しく災害規模を

増大するので、高さの制限を行うこととしたものである。なお、１５メートルを越える場

合は、すべり、沈下、地震時等の計算を行い十分検討する必要がある。 
盛土においては、地山との接続面が も弱点となるので、施工に際しては次の点に留意

すること。 
１．現地盤の横断方向の地表勾配が急峻な場合には、表土を除去した後に段切を施工し、

その上に盛土を行うこと。（図３－３） 
２．排水路等が地山から盛土部分に移行する場合には、地山側にすりつけ区間を設けて水

路等の支持力の不連続を避けること。（図３－４） 
３．地下水位の高い地山を切土する場合、それに接して造成する盛土部へ水が流入するの

を防止するため、接続部の地山側に排水工等を設けて、盛土部分外に排水すること。（図

３－４） 
４．斜面地盤への盛土、腹付けは特に不安定であるので、地盤勾配が４割より急である場

合には、必ず段切と土留壁を設けること。（図３－３） 
５．平地に盛土する場合においても、法尻は、雨水が集中し、侵食が著しいので、鍬止程

度の保護工や土砂流出防止柵を設置すること。（図３－５）特に開発区域の外縁部に盛土

を計画する場合は、法面排水にも配慮すること。 
６．盛土材料としては、ベントナイト、有機土など吸水性が大で、圧縮性の高い土、凍土、

氷雪、草木、切株その他多量の腐植物を含んだ土を使用してはならない。なお、盛土の

目的とそれに適した盛土材料については国土交通省で定めている「発生土利用基準」な

どを参考にすること。 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            （図３－５） 
 
 
３．２．２ 渓流に対する盛土 その１ 

 
１．渓流の埋め立ては原則として行わないものとする。 
２．やむをえず埋め立てる場合においては、以下のとおりとする。 
（１）１０ｈａを越える残流域を残してはならないものとする。 
（２）在来の渓床には必ず暗渠工を設けなければならないものとする。 
（３）砂防堰堤と同程度の土留施設によって直接扞止される場合を除き、渓流は適切

な流路に付け替えられなければならない。 
３．渓流に対する盛土は、その盛土高が１５ｍを越えてはならない。ただし、渓流が

付け替えられて、一般盛土とみなしてよい場合はこの限りではない。 
 

１％→ 

盛土高 H 

（図３－３） 

（図３－４）

すりつけ区間

水路等工作物
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鍬止工 しがら工 
又はネット工 



解説 
１．「渓流の埋め立て」といっても、様々なケースが考えられる。 
代表的な場合を例示すれば以下のとおりである。 
ケース１．大規模な開発行為により、切土と盛土が交錯して行われ、これに伴い谷地

形が窪地を残さず埋め立てられ、かつ新規の適切な排水路網計画により従前

の渓流への排水が廃止されることとなる場合 
ケース２．同上の行為により、埋め立てられた渓流について、依然として従前の渓流

へ流水を導かざるを得ない場合 
ケース３．単独に渓流を埋め立て盛土する必要があり、かつ上流残流域に窪地を生ず

る場合 
ケース４．渓流に残土等を捨て土するなど、盛土と認められない渓流の埋め立ての場        

合 
 これらの４ケースに対する必要な対策工や配慮すべき点を以下に概括する。 

ケース１．概ね「一般盛土」とみなすことができるが、盛土の下流側に表流水、伏流

水がともに集中することが多く、暗渠工の出口、法面排水工の流末を含めて

堅守な法留工を設置することとする。（ケース２及びケース３についても同

じ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

ケース１（図３－６） 

進入路 

渓流 
付替 
水路 



ケース２．埋め立て盛土を迂回して、その下流端に渓流を導くことができれば、ケー

ス１と同じこととなるが、迂回できない場合には、埋め立て盛土の下流側部

分を土堰堤とみなして盛土の材料の選択並びに施工管理を徹底するとともに、

水路は土堰堤からの余水吐放水路に準じて設置することが望ましい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ケース２（図３－７） 

※盛土下の透水暗渠工はあくまでも仮設であり、渓流の付替えではない。 
ケース３．窪地からの流水は、開水路をもっていずれかの側の山腹に沿って、適切な

法線と、必要な縦断勾配をもった、余裕のある断面の流路をもって下流の従

前の渓流に導く必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ケース３（図３－８） 
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コンクリート堰堤

透水暗渠工 
仮 集 水

仮排水暗渠 

透水暗渠工

呑口工(止水壁) 

盛土 付替水路



ケース２及びケース３の場合は、造成面より付替水路を一段低くして地形上

落差を確保すること並びに付替水路の縦断勾配を上下流に比して極端に緩勾

配としないことなどに配慮して新しい付替水路に流路が固定されるよう十分

注意する必要がある。また、異常な出水による埋め立て盛土の欠壊が甚大な被

害を生ずる恐れのあることから、特に必要としない場合を除いて当該埋め立て

の下流渓流を遮断して、調整池、沈砂池を計画し、これを砂防堰堤に準じたコ

ンクリート堰堤にて設置するようにする。 
ケース４．砂防堰堤と同程度の土留施設を設置して直接扞止する以外にない。 

 
２．渓流の埋め立て部には、必ず不連続面が生じ、地下水が浸透するので現地形に合わせ、

樹枝状の透水暗渠工を設け、地下水の排除を計らねばならない。 
また、 も危険なすべり面において、１．２以上の安全率を確保し、施工においては、

まず 下流に堰堤等の土留施設を設けてから、不良表土の除去し、暗渠工を施工した上

で順次盛土を進めること。 
  残流域とは、下図のとおり埋め立て部分より上流流域を示すものである。（図３－９） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．原則として一般にいわれる土石流の発生勾配（地形勾配が１５°以上）より急な渓流

（常時流水のないものを含む）への盛土は行ってはならない。 
 
 

（図３－９） 

埋立部分 

残流域 



３．２．３ 渓流に対する盛土 その２ 
 

法面の末端が流れに接触する場合には、盛土の高さにかかわらず、その渓流の計画

高水位に、余裕高を加えた高さまで護岸擁壁等の永久構造物で、法面を補強するもの

とする。 
 
解説 
１．流れに接する盛土の場合、その部分の補強は降雨時の河積をおかさない範囲で計画す

ることとし、補強構造物の根入れに対しては、盛土部の地下水の動き、背面土圧等を十

分考慮するとともに、流れによる洗掘に対しても検討し原則１メートル以上の深さを取

り必要に応じて、根固工を施工すること。（図３－１０）（図３－１１）ただし、構造物

の根入れ深さについては根入れ部の土質に応じて加減できるものとする。 
２．ここでいう、計画高水位とは、次章の排水施設での計画高水位である。 
 
 
 
 
 
 
 
              （図３－１０） 
 
 
 
 
 
 
 
 
               （図３－１１） 

H.W.L 

余裕高 H 

1.0m 以上 



３．２．４ 地下排水 
 
透水性暗渠 
１．地下排水のための暗渠は、樹枝状に埋設し、完全に地下水の排除ができるよう計

画すものとする。 
２．透水性暗渠工における幹線部分の管径は、３０センチメートル以上とし、支線部

分の管径は１５センチメートル以上とするものとする。 
３．支渓がない場合、または支渓の間隔が長い場合には、２０メートル以下の間隔で

集水暗渠を設けるものとする。 
 
解説 
幹線部分の透水性暗渠工は、有孔ヒューム管にフィルターを巻いた構造、ポラコン蛇籠

等とし集水部分は有孔ヒューム管構造とする。（図３－１２） 
小段においても土質に応じ、小段ごとに暗渠を設け、速やかに表流水及び伏流水を排除

すること。（図３－１３） 
地下排水の末端は、排水路に取付け、地表水として処理すること。また、地下水は、有

孔管及びフィルター材を通って流れるため、排水路との取付け部分は牛枠等により効果的

な排水ができる構造とすること。（図３－１４） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幹線 

集水暗渠 

排 水

L=20m 以下 

（図３－１２） 
（図３－１３） 

（図３－１４） 



３．３ 切 土 
 

長大な切土法面については、ボーリング調査等必要な地質調査を行なって設計する

ものとする。 
 
解説 
１．長大法面は、万一崩壊した場合大災害となることがある。また、切土が進行してから

変更（切直し）は経済的にも社会的な面からも行為の継続性を危うくする恐れがある。

従って、十分な事前の調査がない場合はもちろん、地質的な予想が難しいことからも小

段の幅を高さ２０メートルごとに３メートル以上確保するのが良い。これは、法面の管

理の上でも有効である。（図３－１２） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．長大切土法面とは、切土高３０メートル以上をいう。 
 
３．４ 法面保護 
 
１．土羽は、種子吹付等の法面保護工を必ず施工するものとする。 
２．法面の長さが、合計２０ｍ以上となる盛土法面については、原則として少なくと

も法長の３分の１以上は、擁壁工、法枠工等の永久工作物を設置するものとする。 
 

解説 
１．野芝、種子吹付等による法面保護工の場合には、土羽打ち完了後直ちに保護工を実施

し、芝が完全に根をおろし、法が安定するまで管理を十分に行う必要がある。 
２．法枠工は、あくまでも表面侵食を防ぐための工法にすぎないので、これによって勾配

を急にすることは適当でない。 
３．「法長の３分の１以上」とは法尻から法肩へ３分の１を指す。 

３ｍ以上 

概ね 
２０ｍ （図３－１２） 



第４章 排水施設 
４．１ 排水計画 
４．１．１ 排水計画 
 
１ 計画手順 
（１）降雨パターン、降雨量、地形、地質等及び渓流や、土砂流出状況等について、

現場の聴き取りや調査によって、その地域の特性を把握する。 
（２）その結果に基づき流出量の算定を行い、計画流量を決定し、造成計画の各排水

路の流量配分を行うこと。 
（３）次に放流先となる流末水路の流下能力を求め、配分流量を安全に流し得るかど

うか検討を行うこと。 
 ２ 水路網 

排水路は、表面、法面、小段及び地下水脈等に系統的に施設を布設し、造成部分

の一部に排水系統の行き渡らない部分が生じないようにすること。 
 ３ 水路の形態 

表面水は原則として、開水路によって処理し、浸透水、伏流水のみを透水性暗渠

によって処理する。 
  
 
４．１．２ 計画流量 
 

排水諸施設を計画する基準となる計画流量は、次式によるものとする。 
Ｑ＝ｑＡ（ｍ3／sec）・・・式４－１   ｑ：比流量（ｍ3／ha･sec） 

Ａ：流域面積（ha） 
   ≒０．２０Ａ     開発区域 
   ≒０．１４Ａ     自然区域 
 
解説 
降水流出量の算定については、決定的な方式がない上、小流域については、水文資料が

得がたいので、経験的な数値として比流量を表示した。 
従って、流域状況、水文資料等の諸条件が得られ、かつ申請者以外の管理者に引き継が

れる場合などこの基準によるのが不適当と思われる場合には、管理者と協議の上決定した

ものを使用してもよい。それ以外の場合は、上記の値を下回らないこと。 
砂防設備として引渡しを受ける場合は以下により算出する。 
Ｑ＝１／３６０・ｆ・ｒ・Ａ（合理式） ・・・式４－２ 
  ｆ：流出係数            
  ｒ：到達時間に対する時間雨量強度        

 



密集市街地、裸地 
一般市街地 
畑、原野 
水田 
山地 

０．９ 
０．８ 
０．６ 
０．７ 
０．７ 

区分 係数

流出係数 
流出係数は表４－１によるものとし、これらのものが混在する場合は、平面加重平均と

して計算すること。 
（表４－１） 流出係数表 
 
 
 
 
 
 
 
時間雨量強度 

到達時間に対する時間雨量強度は、原則として確率年１／３０の確率降雨強度曲線によ

り求めるものとすること。 
洪水到達時間 

合理式法において用いる洪水到達時間は、雨水が流域から河道にいたる流入時間と河道

内の流下時間の和とするが、ここでは、経験式の建設省土木研究所の調査による下式を用

いるものとする。 
Ｔ＝１．６７×１０-3（ｌ／√Ｓ）0.7・・・式４－３ 

Ｔ：洪水到達時間（h） 
ｌ：流域 遠点から流量計算地点までの流路長（ｍ） 
Ｓ：流域 遠点から流量計算地点までの平均勾配 
なお、詳細については、愛知県「砂防設計の手引き」に準ずること。 
 

４．２ 排水路 
４．２．１ 流下能力の算定 
 

排水諸施設の流下能力の算定は等流の範囲において Manning の平均流速公式を使

用するものとする。 
  Ｑ＝ＶＡ・・・式４－４           Ａ：水路断面（㎡） 
  Ｖ＝１／ｎ・Ｒ2/3・Ｉ1/2・・・式４－５    Ｖ：平均流域（ｍ／sec） 

             Ｒ：径深（ｍ） Ｓ：潤辺 
  Ｒ＝Ａ／Ｓ・・・式４－６          ｎ：粗度係数  Ｉ：水面勾配 
 
 
 
 
 



（表４－２） 粗度係数表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
粗度係数表にある「ヒューム管、Ｕ字溝等コンクリート２次製品 ０．０１３」は、行

為区域内の場内排水のような簡易な水路施設に適用する。渓流を暗渠化するような場合

は原則としてコンクリート３面張りとして０．０２を適用すること。 

区分 
素掘水路 
ブロック積水路 
コンクリート三面張（底張りがブロック） 
コンクリート三面張（底張りがコンクリート）

コルゲートメタル管（１形） 
〃    （２形） 

塩化ビニル管 

ｎ 
0.050 
0.030 
0.025 
0.020 
0.024 
0.033 

0.010 

同  上 
ヒューム管、Ｕ字溝等コンクリート２次製品 0.013 

0.020 

（場内排水の場合） 
（渓流、河川の場合） 

〃    （ペービングあり） 0.012 



４．２．２ 表面排水 
 
１．排水路の設計にあたっては水路の法線、勾配の急激な変化をさけるものとするが、

やむを得ず、変化する場合は大きな桝等を設置することにより、極力流速を抑える

ものとする。 
２．水路の構造は、水による侵食及び水の浸透を起こさない構造とし、水路の設置位

置は原則として谷地形の沢筋に配置すること。小段排水など盛土部に設ける場合は

沈下に対する対策を十分に行うこととする。 
３．傾斜面の法尻に添って設ける場合は、５０cm 以上斜面からはなすこと。 
４．沈砂地等の土砂留施設を経ない水路については、計算された流量に１０％程度の

含砂量を見込むものとする。 
５．水路断面の余裕は次の基準によることとする。 

   場内の側溝、ヒューム管     水深の２割以上 
   渓流、河川           標準６０センチメートル以上 
６．水路の上下流には、流水の乱れに対して安全な護岸、蛇籠等の取付工を設けるこ

ととする。 
７．管渠は、維持管理のため、原則として管径３０センチメートル以上とする。管径

１．００メートル以上となる場合には、原則として開渠とすること。 
 

解説 
１について 
開水路の流速は原則として常流流速の範囲とする。 
常流流速の範囲であるか否かはフルード数で判断することとなる。フルード数は以下に

より算出する。常流流速の範囲に収まらないものについては、何らかの対策が必要となる

（例えば、縦排水であれば蓋を設置する等）。 
 Ｆｒ＝ｖ／√（ｇ・Ｈ）・・・式４－６ 
  ｖ：流速(m/s) 
  ｇ：重力加速度(m/s2) 
  Ｈ：水深(m) 
 Ｆｒ＜１が常流である。 

２について 
 
 
 
 
 
 

（図４－１） 

○ ×（沈下対策が必要） 



３について 
 
 
 
 
 
 

（図４－２） 
５について 
 渓流、河川の余裕高は、標準６０センチメートル以上とするが、下流河川の現況等にそ

ぐわない場合は、別途管理者と協議すること。 
 
４．２．３ 暗渠工 
 
暗渠 
渓流・河川は原則として開渠とすべきであるが、やむを得ない場合に限り、次の基

準により、暗渠とすることができる。 
１．暗渠の余裕高は、河川の余裕高にプラス５０センチメートルとし、横断形は図４

－４を参考とするものとする。 
２．未改修河川に暗渠を設ける場合は、上下流とも 低１０メートルの取付護岸及び

必要に応じてフトン籠等を設けること。 
３．流域面積が５ヘクタール以下については、ヒューム管による処理もやむを得ない

が、この場合は以下によるものとする。 
 （１）断面は、計画流量の２倍以上とすること。また、計画流量の２倍とした管径

が８０センチメートル以下の場合は、管径を８０センチメートルとすること。 
（２）上流側に床固工あるいは集水桝を設け、土砂、ごみ等によって管が閉塞され

るのを防ぐ構造とすること。 
 

解説 
表面水の処理において暗渠化を検討する場合は以下のフローによること。 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.5m 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                図４－３ 

ここでいうやむを得ない場合とは、道路等の横過構造物で橋梁形式が不適当な場合、渓

流の流域が１０ヘクタール以下の小流域を残す埋め立てで、開水路による付替の方法が合

理的な理由により採用できなく、かつ上流端の閉塞に対して、適切な措置・管理が約束さ

れる真にやむを得ない場合に限る。この場合にあっても、その管渠の延長は５０メートル

を越えないことを原則とする。 
流域面積が５ヘクタールより大きく、１０ヘクタール以下の場合の暗渠については図４

－４によること。 
注）従前の渓流が適切な水路に付け替えられることによって、“一般盛土”とみなしても

よい場合は、この限りでない。（３．２．２渓流に対する盛土その１参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－４ 

流域面積 
Ａ＞１０ｈａ 

流域面積 
Ａ≦１０ｈａ 

開渠 
Ａ＞１０ｈａ 
は原則開渠 
（＝橋梁） 

流域面積 
５＜Ａ≦１０ｈａ 

構造：図４－４による

（ＢＯＸ） 

流域面積 
Ａ≦５ｈａ 

構造：φ８００ＨＰ等

Ｑ：計画流量の２倍 

表面水の処理は原則開渠である

が、やむを得ず暗渠化する場合

は、流域面積（集水面積）によ

り、ヒューム管等の管渠もしく

はＢＯＸ構造により処理する。 

①上部に盛土がある場合 ②上部に盛土がない場合 

２.0ｍ 1.0ｍ 

H.W.L 

0.5ｍ 
河川の余裕高 

H.W.L 

河川の余裕高



４．３ 流末処理 
４．３．１ 方法 
 
  開発行為により降水の流出量の増大する分について、その行為者は、下流部の負荷

が増大しないよう次の方法により処理をしなければならないものとする。 
 （１）下流部水路の改修 
 （２）流出調整池の設置 
 
解説 

大規模な開発行為は、河川流域の流出機構を変化させ、河川流量を著しく増大させるな

ど下流部の災害を誘発する恐れがある。このような地域に関連した河川は整備が遅れ未改

修である場合がほとんどで、河川管理者もその整備に力を注いでいるにもかかわらず開発

のテンポには間に合わないのが実情である。このため行為者と下流部住民との間に紛争が

頻々と生じているので、原因者負担の立場により下流部に対する手当てを義務付けたもの

である。 
 
４．３．２ 水路改修 
 
  下流部水路の改修については、その水路の流下能力が計画高水流量を満たす箇所ま

で計画断面で改修することとする。 
 
解説 

水路改修に伴う原因者の負担の範囲は、その要因となる行為による流出量及び流出機構

の変化の範囲に一致すべきである。しかし、量的変化はともかく、質的変化は、予測困難

であるので、一定の河川計画を作成し、これに基づき改修を進める必要があり、実際には

原因者の全額負担もやむを得ない。ただし、法河川等において、河川改修の実施が明らか

な場合においては、アロケーションも考えられるので、それぞれの河川管理者と協議する

こと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



４．３．３ 流出調整池 
 
  下流水路の改修が困難な場合には、次の諸元に基づく流出調整池を設けなければな

らない。 
１．貯水容量Ｖ（ｍ3） 

      Ｖ＝６００Ａ（ｍ3）   Ａ：造成地面積（ha） 
  あるいは、 
  日本河川協会編「大規模宅地開発に伴う調整池技術基準（案）」に基づいて算定した

貯水容量 
２．流出孔の断面Ｓ 
     Ｓ＝０．３７７Ｑ0／√Ｈ・・・式４－７  

  Ｓ：流出孔の断面積（㎡） 
                   Ｑ0：許容放流量（m3／ｓ） 

H：流出孔よりの有効水位（ｍ） 
３．構造 

 （１）構造について、地盤掘込形式を原則とする。 
 （２）流出孔は、堆砂容量を確保した高さ以上に設けること。 
４．余水吐 

  やむを得ず築堤形式調整池を採用する場合は、余水吐を設けなければならない。 
 （１）余水吐計画流量Ｑ 
     フィルダムの場合     Ｑ＝１．４４×Ｑ１００・・・式４－８ 
     コンクリートダムの場合  Ｑ＝１．２×Ｑ１００・・・式４－９ 
    Ｑ１００：１００年確率雨量による流量 
 （２）余水吐断面は、上記流量を流下し得る断面に６０センチメートルの余裕高を加

えたものとする。 
    余水吐断面が長方形の場合（図４－７） 
    Ｑ＝１．７７×Ｂ×ｈ3/2 ・・・式４－１０   Ｂ：越流幅 
                           ｈ：越流水深 
５．維持管理 

  調整池の設置後は、すみやかに管理責任者を定め保守点検を怠らぬこと。 
 
解説 
１について 
（１）調整池の設置について 

調整池の設置については、流水を人為的に高エネルギー貯留することとなる点につい

て留意すべきである。従って、調整池を設ける場合はできる限り掘込形式とし、やむを

得ず築堤形式となる場合には高さ３メートル程度に抑えるよう努めること。そのために

は、土地利用計画において自然条件をよく把握し、ため池、遊水地の有効な利用、調整



池と公園施設、防火貯水池等との共用などを検討する必要がある。 
（２）調整池容量の算定方法について 

調整池の貯水容量の決定にあたっては、比較的小規模な造成工事に対しては、前者の

方法によることとし、１０ヘクタール以上の大規模な造成工事、あるいは残流域、他流

域からの流入のある造成工事であって、これら区域外流入を考慮する必要のあるものに

対しては、後者の方法によるものとする。なお、１０ヘクタール未満の開発行為におい

ても後者の方法を用いることができる。 
下流流下能力の算定に当たっては放流地点から下流５ｋｍの間において 小流下能

力となる地点を調査する。 
なお、ここでいう「造成地面積」の対象は、残置森林のように全く改変しない部分を

除いた行為区域全体をさす。 
表４－３）調整池容量の算定方式と許容放流量 

２について 
流出孔の断面は、開発前の 大流下能力に合わせなければならないが、Ｖ＝６００Ａに

より貯水容量を算定する場合は、貯水容量と放流量を切り離して算定している。そのため、

放流量を小さくすればそれだけ流出のカット時間は短くなる。従って、調整池を設けた場

合においても、下流水路に対し、局部的な狭窄部を除去し、水路断面の平均化をはかり、

下流流下能力の増大を図らねばならない。 
 前記の処理を行った後、その流量を許容放流量Ｑ0として、流出孔の断面Ｓを算定する。 

  Ｓ＝Ｑ0／Ｃ・√２・ｇ・Ｈ・・・式４－１１ 
   Ｃ＝０．６０ 

                   ベルマウスを有するとき ０．８５～０．９０ 
Ｈ：有効水深（m） 

なお、調整池容量を「大規模宅地開発に伴う調整池技術基準（案）」のその１の方法（厳

密計算法）により算定した場合は流出孔の断面についても同基準（案）により算出する

計算手法 ６００Ａ 簡便法 厳密計算法 

開発行為面積 Ａ＜１０ｈａ Ａ≧１０ｈａ 

・Ａ≧１０ｈａ 
・残流域・他流域から

の流入あり 
・放流孔が２個以上 
ｗ≦１／３０のときは

下流流下能力Ｑｐｃ 
下流流下能力 
ｗ≦１／３０ 

下流流下能力Ｑｐｃ 

下流流下能力 
ｗ＞１／３０ 

下流流下能力Ｑｐｃ

→ 

Ｑ３０：降雨の確率規模

１／３０の洪水に対し

て開発区域における開

発前のピーク流量 
許容放流量Ｑｐｃ＝Ｑ３０ 

備考  （Ａ＜１０ｈａでの採用可） （Ａ＜１０ｈａでの採用可） 



こと。 
３について 

調整池には洪水を処理し、貯水位の異常な上昇を防止するため、自由越流式余水吐を設

けるものとする。 
  なお、掘込形式調整池に対しては余水吐を設ける必要はないが、計画降雨以上の降雨

に対しての安全を十分考慮した構造とすること。 
  また、余水吐は地山地盤上に設置するものとし、さらに不等沈下や浸透流が生じない

よう、施工上十分な処理をしなければならない。 
地盤掘込形式の場合、堤防天端幅を 低５メートル以上確保すること。 

５について 
調整池は完成後の維持管理が も重要であり、少なくとも年一回以上堤体の安全を確認

するとともに、豪雨、地震等の直後は、その都度巡視を行う。堤体の破損、貯水池法面の

崩壊、放流部分のゴミ、堆砂による閉塞、貯水地内の異常堆砂、漏水等について点検しな

ければならない。 
  巡視結果は、巡視報告書に記載するものとし、異常が認められたときにはすみやかに

処置、通報等を行えるよう管理体制を整える必要がある。 
 
 
 
 
 

          （図４－７） 

Ｂ 

ｈ 

60cm 



４．３．４ 永久沈砂池 
 
１．造成地内水路と流末水路との接続部に沈砂池を設けること。 
２．沈砂池の容量は、５０m3／ha～２００m3／ha で１００m3／ha を基準とすること。 
３．沈砂池は、造成地内の土砂が安定する間５～１０年間保存し、撤去する場合には、

知事の許可を受けること。 
 
解説 

土砂流出による災害は、工事施工中に生ずる例が も多いが、工事完了後においても皆

無とはいえない。また、その土砂流出の性質も異なり、前者の土石流的な流出に対し、後

者は表面土砂の流出である。 
従って、永久沈砂池においては、造成地の地盤が安定し、土羽等の緑化が進み表面土砂

流出がなくなるまでのアフターケアを行うものである。 
容量については、１００m3／ha 程度を標準とした量が必要であるが、維持管理体制が十

分に整えられ責任主体が明確な場合には、常時浚渫を行い、堆砂量を容量の２割以内に維

持することによって、５０m3／ha 程度の容量とすることができる。 



第５章 防災工事 
５．１ 防災計画 
 
１．造成工事の実施にあたっては、防災計画書を作成し、災害を未然に防ぐよう努め

なければならない。 
２．防災計画書は、次の内容により構成することとするが、不足がある場合は随時追

加すること。 
 （１）防災計画平面図 
 （２）仮排水計画 
 （３）土砂流出防止計画 
（４）防災施設標準図及び構造図 
（５）防災工事工程表 
３．工事の順序 

工事の順序としては、下流部水路の改修、流出調整池の設置、沈砂池、流末処理

などの防災工事を先行し、造成工事は下流に対する安全を確認できた上で実施するも

のとする。 
 
解説 
 防災計画の策定にあたっては、事前に行為箇所の地域的な特性を把握する必要がある。 
 例えば、雨量実績、渓流の荒廃状況、山腹の崩壊箇所等の自然条件及び災害状況、ある

いは付近の学校、住居区域、商店街等の土地利用また道路、鉄道、送電線等の公共物など

その地域の実態を検討し、地元に対し、負担がかからぬように排水系統、工事用道路、防

災施設境界工事等の方法を選ぶ必要がある。 
 
５．２ 仮排水 
 
 １．造成工事が完了し、 終的な排水施設の使用が可能になるまでの排水を行うため

造成工事に先立って仮排水工事を行わなければならない。 
 ２．仮排水工の断面はＱ＝０．３Ａ（ｍ3／ha）を確保すること。 

３．仮排水路の流末は必ず沈砂池でなければならない。 
 
解説 
 工事中にあっては、表層が安定していないための予期せぬ表面侵食や、地下浸透のため

に著しい土砂流出、あるいは地盤の崩壊の生ずる可能性があり、雨水の処理には慎重を期

す必要がある。 
 水路の断面の余裕については、素堀程度の仮工事であるので５割以上とする。 
（Ｑ＝０．２Ａ×１．５＝０．３Ａ（ｍ3／ha） 
この値は土砂混入率１０％と余裕高を見込んだものとする。ただし、渓流、河川等の仮排



水の場合は、余裕高６０センチメートル以上確保すること。 
また、水路を素掘りでなく、コンクリート２次製品などにより本設同様とする場合は「第

４章排水施設４．１．２計画流量」の（自然流域）０．１４Ａ、（都市流域）０．２０Ａに

土砂混入率１０％を見込み、水路断面の余裕として水路の２割以上をとることとする。 
 仮設に当たっては、本工事に先立ち、現況地形で、雨水の流下する箇所に水路を設け、

次に場内の作業の状況に合わせ、排水路の行き渡らぬところがないよう施工していくこと。 
 
５．３ 土砂流出防止工 
 
  工事実施に伴い土砂流出による被害が生じないよう万全の処置を講ずること。 

１．造成工事等にあたっては、工事用沈砂池を設けなければならない。造成区域の雨

水はすべて沈砂池へ流入させて土砂を除去し、区域外水路へ流下させる。（図５－１）   
２．境界部分については、小堤及び土留しがら、板柵等を設けること。（図５－２、図

５－３） 
３．工事用通路の一般公道との接続部にはグレーチング付側溝等により絶縁すること。

（図５－４） 
 
解説 
 開発行為に伴う土砂流出は、工事期間中が も多く、工事実施に伴い隣地所有者、下流

水利権者等第三者に被害を与えているので、区域外に対する処置を義務付けることとした。 
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１．工事用道路については、簡易舗装程度でも、全線にわたり舗装するのが望ましいが、

それが困難な場合には、公道との取付部分を１０メートル以上舗装し、場内及び道路側

に、５０ｃｍ×５０ｃｍ以上の側溝を（図５－４）のように設け、土留桝または沈砂池

へ導くこと。また、側溝には、グレーチングタイプのフタをつけ、雨水、土砂等を除去

できる構造とする。 
２．小堤の天端幅は０．５ｍから１．５ｍとし、１．０ｍを標準とする。 
 
５．４ 沈砂池 
 
１．工事中の流出量は、１洪水で 300～500 ㎥／ha 程度であり、400 ㎥／ha／１洪水

を標準とする。 
２．構造は、コンクリート堰堤方式、土堰堤方式、掘込式、詰栗石柵方式、フトン籠

方式、蛇籠方式等現地に 適なものを採用するものとする。（図５－５） 
３．大規模造成、あるいは計画内容により造成後も土砂流出が予想されるものは永久

沈砂池を設けるものとする。 
４．位置は、造成工程に合わせて分散させ被害を 小限にすること。 

 
解説 
 近年機械力による造成工事がほとんどで、土工量の増大、工期の短縮を図るために出水

期に施工するなど土砂流出量が増大の傾向にある。従って沈砂池の規模、構造及び位置に

ついては十分現地を把握検討し決定する必要がある。また、目的、規模によっては造成後

緑化の進行あるいは土地の安定に月日を要するため、永久沈砂池を設ける必要がある。 
 やむを得ず開発区域内に設置する沈砂池に流入しない区域（例えば区域外に面した法面

など）が生じる場合は沈砂池による土砂流出防止が困難なため、しがら工等による土砂流

出防止柵により沈砂容量を確保するものとする（図５－６参照）。 
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第６章 各種工法その他 
６．１ 堰堤工（水通し部の高さが１５ｍ未満のものを堰堤といい、１５ｍ以上のものを

ダムという。） 
渓流に設ける砂防堰堤、盛土箇所に設ける土留堰堤、沈砂池に設ける沈砂堰堤、流出調

整池に設ける調整堰堤の防災堰堤は、その性質上、もし崩壊の生じた場合には、大災害を

招くこととなるので、次の基準によることとする。 
また、工事の実施にあたっては、十分な品質管理、施行管理を行い、工事に伴う弱点を

生じないようにする。 
６．１．１ 一般基準 
 
１．規模は流域内流出土砂、流出調整、渓流内盛土砂に対して十分な貯留能力のある

ものでなければならない。 
２．形式は原則としてコンクリート堰堤工とする。 
３．構造は水圧、土圧、沈下、滑動、転倒等に対して安全なものでなければならない。 
４．計画、設計、施工に関しては、愛知県砂防設計の手引きに準ずる。 
５．床固工は堰堤工に準ずるものとする。 

 
解説 
１．堰堤の規模は行為の内容、流域の状況、その目的等を考慮して決定すべきである。 
２．堰堤工はその規模等から考え、破損、破壊等不測の事態が生じた場合、周辺あるいは

下流域に与える影響はきわめて大であるので、計画、設計、施工にあたっては特に細心の

注意を払うべきである。また、やむを得ず土堰堤とする場合は、安定計算を行い、良質な

材料を使用するなど、施行管理規程を定め、実施するよう指導すべきである。 
３．堰堤の計画箇所は、渓流及び両岸に岩盤が存在することが も好ましいが、砂礫層上

に計画しなければならない場合には支持力の確保等に十分留意すること。また、堰堤の方

向は、水通し中心点において計画箇所下流の流心線に直角に定めることを原則とする。 
４．堰堤工を含めた防災工事は指定地内行為のうち 優先して施行すべきである。 
５．土砂流出防止堰堤及び流出調整堰堤は兼用構造としても差し支えない。ただし、その

場合は互いの機能に影響のない構造としなければならない。 
 
６．１．２ 計画貯砂量 
 
１．計画貯砂量は「第５章５．４沈砂池」の計算基準によって算定するものとする。 
２．計画堆砂勾配は、現況河床勾配の１／２とする。 
３．渓流内の堰堤上流捨土勾配は水平とする。 

 
解説 
１．計画貯砂量の算定にあたっては行為の内容、規模、当該流域の状況等を検討し、行為



中の流出土砂量、行為完了後の流出量を考え合わせて算定するものとする。 
２．堰堤に土砂が異常に急速に堆積し、その機能が減少または減失し下流に対する危険が

予想される場合には、掘削、嵩上げ等の措置を講じなければならない。 
 
６．１．３ 流出調整容量 
 
  流出調整のため確保する容量は、「第４章排水施設４．３．３流出調整池」の計算基

準によって算定するものとする。 
 
解説 
流出調整容量の算定にあたっては、行為の内容、規模、当該流域及び上下流の河道の状

況、通水能力等を考慮し算定するものとする。 
 
６．１．４ 土留堰堤 
 

盛土箇所に土留のために設ける堰堤は、アースまたはロックフィルダム形式として

も差し支えないが、その場合は下記によるものとする。 
（１）盛土工に先立って、施行すること。 
（２）天端幅３メートル以上、法勾配２割以上で良質な材料を使用すること。 
（３）十分な排水施設を行うこと。 
（４）背後に行う盛土は、堰堤天端より水平に延長した線を越えて高くしないこと。 
（５）やむを得ず、水平より急とする場合には、表面に水路を設け水路保護のために

堰堤を作ること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（図６－１） 
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６．２ 渓流保全工 
行為区域内に河川、水路等が存在し、その法線、勾配、形状等を変更する場合、または

区域内排水路より下流の河川、水路等において改修の必要性が生じた場合等においては渓

流保全工を施工するものとする。 
 
１．計画にあたっては、行為箇所及び流域等の状況を十分検討しなければならない。 
２．河道は掘込み方式とする。 
３．構造はコンクリートまたは石、コンクリートブロック練積とし、土圧、沈下等に

対して安全なものでなければならない。 
４．基礎根入は流水の侵食等に対して十分なものでなければならない。 
５．通水断面は水理計算の上決定するものとする。 
６．計画、設計、施工に関しては、愛知県砂防設計の手引き（護岸工、渓流保全工）

に準ずるものとする。 
 
解説 
１．計画にあたり、法線、勾配等の決定については、現在流路、上下流等の状況を十分検

討し、極端な法線の屈曲及び勾配の変化のないようにし、現地地形に適合したものとしな

ければならない。 
２．背後地への影響を考慮し、河道は掘込み方式とし、少なくとも H.W.L は背後地地盤高

より低くなるよう計画するものとする。 
３．上下流に既設護岸がある場合には、なじみよく取付けなければならない。 
 



６．３ 法面保護工 
 
１．切取、盛土法面には、法面の保護を図り、小段には排水工を設けるものとする。 
２．法面保護は地形、地質、気象、湧水その他の状況を考慮し適切な工種、工法を採

用すること。 
 
解説 
 法面は雨裂が入りやすく、これにより法面崩壊の原因となる場合が多い。従って、法面

雨水については、小段あるいは 上部にて排水する必要がある。緑化にあたっては、地形、

土質、気象、湧水等状況を調査し、必要により擁壁工、法枠工等を併用して、法面の安定

を図る。 
 法面保護にあたっては、次項の図、表を参考のこと。 
 
 
 
 
 
 

（図６－２）雨裂状況 
（表６－１）（草生工） 

気候条件 土壌条件 環境条件 
種類 

在外

の別 耐寒性 耐乾性 耐酸性 肥沃性 耐湿性 耐陽性 耐陰性 
摘要 

ｸﾘｰﾋﾟﾝｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｪｽｸ 外 ◎ ○ ◎ 痩 × × ○ 半匍匐性、多年性

ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ 〃 ○ ○ ○ 肥 ○ ○ ◎ 叢 生、 〃 

ｳｨｰﾋﾞﾝｸﾞﾗﾌﾞｸﾞﾗｽ 〃 × ◎ ○ 痩 × ◎ × 叢 生、 〃 

ｹﾝﾀｯｷｰ 31 ﾌｪｽｸ 〃 ◎ × ○ 肥 ○ ○ ○ 〃 、 〃 
ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽ 〃 ◎ × ○ 〃 ○ ○ ○ 匍匐性、 〃  
ｲﾀﾘﾔﾝﾗｲｸﾞﾗｽ 〃 ◎ × ○ 〃 ○ ○ × 叢 生、単年性 
ﾊﾞｰﾐｭﾀﾞｰｸﾞﾗｽ 〃 × ◎ ○ 〃 ○ ◎ ○ 匍匐性、多年性

ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ 〃 ○ × ○ 〃 ○ ○ ○ 叢 生、単年性

ﾁｭｰｲﾝｸﾞﾌｪｽｸ 〃 ◎ ◎ ○ 痩 × ○ ○ 叢 生、多年生

ﾚｯﾄﾞﾄｯﾌﾟ 〃 ◎ ○ ◎ 〃 ◎ ○ ○ 匍匐性、 〃 
ｻﾝﾄﾞﾗﾌﾞｸﾞﾗｽ 〃 × ◎ ○ 〃 ○ ○ × 叢 生、 〃 
ﾁﾓｼﾞｰ 〃 ◎ × ○ 肥 ○ ○ × 〃 、 〃 
ﾘｰﾄﾞｶﾅﾘｰｸﾞﾗｽ 〃 ◎ × ◎ 〃 ◎ ○ × 〃 、 〃 
ｻﾌﾞｸﾛｰﾊﾞｰ 〃 ○ ○ ○ 〃 ○ ○ × 匍匐性、 〃 
ﾎﾜｲﾄｸﾛｰﾊﾞｰ 〃 ○ ○ ○ 痩 ○ ○ × 〃 、多年生



（表６－２）（植生工） 
荒地に適した植生種 

土質 
木本 草本 

砂地 ｲﾀﾁﾊｷﾞ､ｱｷｸﾞﾐ､ｴﾆｼﾀﾞ ﾊﾏﾆﾝﾆｸ､ﾊﾏｴﾝﾄﾞｳ､ｲﾀﾄﾞﾘ 

表土の浅い 
乾 燥 地 

ｱｶﾏﾂ､ｸﾛﾏﾂ､ﾊｲﾈｽﾞ､ｲﾀﾁﾊｷﾞ､ﾊｷﾞ､ｱｷｸﾞ

ﾐ､ﾔﾏﾂﾂｼﾞ､ﾈﾑﾉｷ 
ﾁｶﾗｼﾊﾞ､ｵﾋｼﾊﾞ､ｷﾝｴﾉｺﾛ､ｴﾝｺﾛｸﾞｻ､ﾒﾋｼ

ﾊﾞ､ﾑﾗｻｷｴﾉｺﾛ､ﾒﾄﾞﾊｷﾞ､ｸｻﾈﾑ 

礫交り土 
ﾈﾑﾉｷ､ｳﾂｷﾞ類､ﾔｼｬﾌﾞｼ､ﾋﾒﾔｼｬﾌﾞｼ､ﾊﾝﾉ

ｷ､ﾁﾔﾉｷ､ﾆｾｱｶｼｱ､ｸｽﾞ 
ｲﾀﾄﾞﾘ､ｽｽｷ､ﾖﾓｷﾞ､ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ､ｶﾔ､ｵｵﾊﾞｺ､ｶ

ﾓｼｸﾞｻ､ｼﾊﾞ 
湿地 ﾔﾅｷﾞ類 ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ 

（表６－３）（法面保護工） 
条件 

工法 
法面保護 地形 

法面保護をは

かるべき土質
摘要 

ロックネット 落 石 防 止 ３ 分 ～ ８ 分 亀裂岩、節理岩 雨水の凍結のないところ

ロックフェンス 同 上 同 上 同 上 同 上

コンクリート張工 
風 化 防 止 

落 石 防 止 
同 上 同 上 同 上

コンクリート吹付 
風 化 防 止 

崩 壊 防 止 
５分～１割程度 

硬サバ土 

洪積層 

雨水の多いところ 

浸透水の少ないところ

モルタル吹付 
風 化 防 止 

落 石 防 止 
３ 分 ～ ８ 分

亀裂岩、風化岩、

硬サバ土 
同 上

ソイルセメント吹付 雨 裂 防 止 １割２分～１割５分 洪積層、崖錘層 
雨水の少ないところ

法長の短いところ 

アスファルト乳剤吹付 同 上 同 上 同 上 同 上

法 枠 工 
雨 裂 防 止 

崩 壊 防 止 
１割～１割５分 同 上

法長の長い下端部の

ところ 

石 張 工 同 上 同 上
洪積層、岩錘層、

盛土 
法長の短いところ 

石 羽 口 工 同 上 １割５分～１割８分 同 上 同 上

ブロック張工 同 上 同 上 盛 土
土質の悪い法長の短

いところ 

法 面 蛇 籠 工 同 上 １割～ 盛 土 、 土 砂 湧水のあるところ 

 



６．４ 橋梁等各種工作物 
６．４．１ 橋梁 
 
 １．橋梁は水位、流量、河川の規模、流水の状態、地形等を考慮して高水時の流水に

支障を与えない構造とするものとする。 
２．余裕高は河川の余裕高プラス５０センチメートル以上とし、河川が未改修の場合

には上下流１０メートル以上、取付護岸を設けるものとする。 
３．河川幅が比較的狭いのでワンスパン化を図ること。 
４．原則として、橋台は護岸と兼用工作物としないこと。 

 
解説 
 取付護岸の構造については、別途管理者と協議すること。 
 
６．４．２ 取水施設 
 
１．取水施設は、水位、流量、流水の状態、地形等を考慮して砂防設備の保全および

洪水時の流れに支障を与えない構造とするものとする。 
２．流路内で取水する場合は原則として床固工上流直近で取水するものとする。 
３．構造は独立したものとし、呑口壁には逆流防止のための扉を設けるものとする。 
４．取水区間は原則としてレベル取水とすること。 
５．三面張護岸区域内からの伏流水を取水することは禁止するものとする。 
６．河川が未改修の場合には、上下流それぞれ１０メートル以上、取付護岸を設ける

ものとする。 
７．流路内での取水塔は原則として禁止するものとする。 
８．水中ポンプは計画河床高、現河床高、将来の河床変動等を考慮して十分な深さに

設けるものとし、必要に応じて護岸工を設けるものとする。 
 
解説 
取付護岸の構造については、別途管理者と協議すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



６．４．３ 伏越（サイフォン）埋設物 
 
１．伏越は河川の規模、地形、地質、河床の状況等を考慮して安全かつ維持管理が容

易にできる構造とするものとする。 
２．伏越の方向は、護岸法線に対して直角とするものとする。 
３．伏越の本体は、鉄筋コンクリート構造その他これに類する構造とするものとする。 
４．伏越にヒューム管等を使用する場合には、その外側を鉄筋コンクリートで巻立て

た構造とするものとする。 
５．伏越の上端の深さは、計画河床高から原則として２メートル以上とするものとす

る。 
６．シールド工や推進工を施工する場合は計画河床高から１．５Ｄ＋２ｍ（Ｄ：掘削

外径）の離隔をとること。 
 
解説 
 流路管理上、これら河底に設ける横過暗渠の施工に当たっては以下の点に留意するもの

とする。 
１．河道の弱点とならないこと。 
２．構造物の築造施工が水中施工となる場合が多く、施工不完全が発生しやすいことや、

軟弱地盤の場合も多く、築造後に地震や圧密沈下等により構造上の欠陥を生じやすいこと。 
３．流路の河床洗掘等が発生すれば、水中に露出して乱流を起こし、さらに異常洗掘を誘

発助長して周囲の砂防設備その他の工作物に害を及ぼすと同時に自らも危険となる恐れ

があるので、その埋設深さについては特に慎重な配慮が必要である。 
 
６．４．４ 階段工及び斜路工 
 
１．上下流の護岸法線に合わせるものとする。 
２．上流から下流に向かって降りる構造とし、階段等が護岸の弱点とならないよう設

計するものとする。 
 
 



６．４．５ 排水工 
 
１．護岸工に流入する排水工の流域が１０ヘクタールを超える場合または１０ヘクタ

ール以下でも多量の土砂が流出する恐れがある場合は、開水路による支川処理をす

るものとする。 
２．流域面積が１０ヘクタール以下であってやむを得ず管渠による場合は、排水工の

上流側に集水桝を設け、土砂等によって管が閉塞されるのを防ぐ構造とすること。 
３．河床の局部洗掘を防止するため護床工を設置するものとする。 
４．排水工が護岸の弱点とならないよう設計するものとする。 
５．河川が未改修の場合は、上下流１０メートル以上取付護岸を設けるものとする。 

 
解説 
取付護岸の構造については、別途管理者と協議すること。 

 
６．４．６ その他の構造物 
 

擁壁などの構造物については必ず安定計算を行うなど安全性が確認できるものとす

ること。 
 
解説 
擁壁については標準的な設計があるものや独自の安定計算方法を定めているものなど形

式も含めて様々な種類がある。このため、統一的な安定計算方法を示すことは困難である

が、安全性が確保できることは明示できなくてはならない。 
擁壁以外で本手引きに記載のない構造物についても申請者はその安全性について明らかに

しなくてはならない。 


